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財政援助 団体等監査 の結果 について (報告 )

地方自治法第 199条第 7項 及び庄原市監査委員監査執行規程第 7条 の規定

により財政援助団体等監査を実施 したので、その結果を地方自治法第 199条

第 9項 及び庄原市監査委員監査執行規程第 17条第 1項 の規定により、別紙の

とお り提出します。
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蚤高冊
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財政援助団体等監査結果報告書 

 

 

１．監査の対象 

団 体 名 対       象 

庄原市地域女性団体連絡協議会

庄 原 市 文 化 協 会

庄 原 市 体 育 協 会

平成 19 年度に庄原市教育委員会より交付を

受けた補助金に係る出納、その他の事務 

 

２．監査の期間 

  平成 20 年６月 16 日から平成 20 年７月 17 日まで 

 

３．監査の目的及び方法等 

   事業が補助金の目的に沿って適正かつ効果的に行われ、出納その他の事務が適

正に処理されているかを検証することを目的として監査を実施した。 

   監査の方法は、団体及び担当課から事前に提出された関係書類を監査し、 

  平成 20 年６月 30 日及び７月１日に担当課へ赴き関係者から説明を受ける形で実

施した。 

 

４．監査対象団体の概要 

（１）庄原市地域女性団体連絡協議会 

    庄原市地域女性団体連絡協議会は、地域女性団体の連絡機関として連帯意識

の形成を基本に、その共通目的である女性の教養並びに地位の向上等の実現に

努め、男女共同参画による活力と個性ゆたかな地域社会づくりに寄与すること

を目的として、平成 18 年６月 10 日に設立され、庄原、東城、高野、比和地域

の女性会により組織されている。 

    平成 19 年度において、市教育委員会から運営補助金 498 千円が交付されてい

る。 

    主な事業は、地域女性会への活動助成、各大会等への参加、研修会の開催等

である。 

 

（２）庄原市文化協会 

    庄原市文化協会は、市内の文化団体並びに会員相互の交流をすすめ、文化的

な教養の充実を図るとともに、連携して市民の文化活動振興に寄与することを

目的として、平成 17 年６月 25 日に設立され、庄原、西城、東城、口和、高野、
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比和、総領地域の７支部により組織されている。 

    平成 19 年度において、市教育委員会から運営補助金 1,922 千円が交付されて

いる。 

    主な事業は、支部への活動助成、文芸大会の開催、会報及び『庄原文芸』の

発行等である。 

 

（３）庄原市体育協会 

     庄原市体育協会は、支部体育協会、加盟競技団体及びスポーツ少年団本部と

連携を図り、体育の普及、向上、スポーツ活動の推進を図ることを目的として、

平成 17 年５月 24 日に設立され、庄原、西城、東城、口和、高野、比和、総領

地域の７支部、加盟競技団体の 14 団体及びスポーツ少年団本部により組織され

ている。 

    平成 19 年度において、市教育委員会から運営補助金 5,100 千円、スポーツフ

ェスティバル委託料1,200千円、スキー教室委託料55,200円が支払われている。 

    主な事業は、支部及び加盟競技団体への活動助成、スター式駅伝大会の開催、

委託事業の実施等である。 

 

５．監査の結果 

（１）庄原市地域女性団体連絡協議会 

平成 19 年度は、各研修会や大会への参加、交通安全街頭指導、各地域女性会

での行事への協力等に取り組まれているところである。 

平成 19 年度に市教育委員会から交付された補助金は、その目的に沿って効

果的に活用され、出納その他の事務も概ね適正に処理されていたが、実績報告

書の提出が遅延していたので、補助金交付規則を遵守されたい。 

また、交付された補助金を各地域女性会に活動助成として配分され、事業終

了後に各決算資料を取り寄せられているが、活動状況、地域活動費の執行状況

等を把握され、地域活動費が有効に活用されているか確認に努められるべきで

ある。 

 

（２）庄原市文化協会 

平成 19 年度は、文芸大会の開催、文化講演会の開催、会報及び『庄原文芸』

の発行、市の行事への協力等に取り組まれているところである。 

平成 19 年度に市教育委員会から交付された補助金は、その目的に沿って効果

的に活用され、出納その他の事務も概ね適正に処理されていたが、収入及び支

出の際の事務処理が、出納簿への記帳及び証拠書類（領収書）の添付のみとな
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っていた。 

ついては、収入や支出の帳票様式を作成し、会長の決裁欄を設けることにつ

いて検討されるべきである。 

なお、交付された補助金を各支部に活動助成として配分され、事業終了後に

各決算資料を取り寄せられているが、活動状況、支部活動費の執行状況等を把

握され、支部活動費が有効に活用されているか確認に努められるべきである。 

 

（３）庄原市体育協会 

平成 19 年度は、健康福祉まつり協賛事業である市民健康マラソン大会、市の

委託事業であるスポーツフェスティバル、スター式駅伝の開催等に取り組まれ

ているところである。 

平成 19 年度に市教育委員会から交付された補助金は、その目的に沿って効

果的に活用され、出納その他の事務も概ね適正に処理されていた。 

    なお、交付された補助金を各支部に活動助成として配分され、事業終了後に

各決算資料を取り寄せられているが、活動状況、支部活動費の執行状況等を把

握され、支部活動費が有効に活用されているか確認に努められるべきである。 


